
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
行
政
評
価
室
）　

　

一

〇
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
に
係
る
使
用
料
等
の
免
除
に
関
す
る

　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
ど
も
家
庭
課
）　

　

一

〇
県
有
林
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

〇
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

二

 
告

示

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正 

四

 
公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

八

 
規

則

　

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
審
議
す
る
議
会
の
招
集
の
日
」
を
「
の
議
案
を
提
出
す
る
日
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条　

政
策
評
価
は
、
政
策
の
目
的
の
必
要
性
、
有
効
性
及
び
効
率
性
を
考
慮
し
、
施
策
の
進
捗
状
況
等
か
ら
見
て
、

成
果
が
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

施
策
評
価
は
、
施
策
の
目
的
の
必
要
性
、
有
効
性
及
び
効
率
性
を
考
慮
し
、
達
成
度
、
満
足
度
等
及
び
社
会
経
済

情
勢
並
び
に
事
業
の
実
績
及
び
成
果
等
か
ら
見
て
、
成
果
が
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
達
成
度
、
満
足
度
等
及
び
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
」
を
「
施
策
の
進
捗
状
況
等
」
に
改
め
、「
、

政
策
と
施
策
と
の
関
係
、
政
策
を
構
成
す
る
施
策
の
体
系
等
を
考
慮
し
て
、
必
要
性
、
有
効
性
等
の
観
点
か
ら
」
及
び

「
か
つ
厳
格
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
施
策
評
価
は
」
の
下
に
「
、
達
成
度
、
満
足
度
等
、
社
会
経
済
情
勢
」
を

加
え
、「
及
び
成
果
」
を
「
、
成
果
等
」
に
改
め
、「
、
施
策
と
事
業
と
の
関
係
、
施
策
を
構
成
す
る
事
業
の
体
系
等
を

考
慮
し
て
、
有
効
性
、
効
率
性
等
の
観
点
か
ら
」
及
び
「
か
つ
厳
格
」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
県
民
満
足
度
調
査
」
を
「
社
会
調
査
」
に
改
め
、
同
条
中
「
県
民
満
足
度
調
査
」
を
「
社
会

調
査
」
に
、「
一
般
県
民
満
足
度
、
有
識
者
満
足
度
調
査
及
び
対
象
者
満
足
度
調
査
」
を
「
県
民
意
識
調
査
及
び
対
象

者
意
識
調
査
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
中
「
県
民
満
足
度
調
査
」
を
「
社
会
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
県
民
満
足
度
調
査
」
を

「
県
民
意
識
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
対
象
者
満
足
度
調
査
」
を
「
対
象
者
意
識
調
査
」
に
、「
一
般
県
民

満
足
度
調
査
及
び
有
識
者
満
足
度
調
査
」
を
「
県
民
意
識
調
査
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
見
出
し
中
「
県
民
満
足
度
調
査
」
を
「
社
会
調
査
」
に
改
め
、
同
条
中
「
県
民
満
足
度
調
査
は
」
を
「
社

会
調
査
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
一
般
県
民
満
足
度
調
査
」
を
「
県
民
意
識
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を

削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
対
象
者
満
足
度
調
査
」
を
「
対
象
者
意
識
調
査
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
に
係
る
使
用
料
等
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

（1）　 平成20年３月18日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1942号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号

子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
に
係
る
使
用
料
等
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
に
係
る
使
用
料
等
の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則

第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　

　

別
記
様
式
中
「 

」
を
「児

童
相
談
所
長

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
に
係
る
使
用
料
等
の
免
除
に
関
す
る
規
則
別
記
様
式
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
に
係
る
使
用
料
等
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
有
林
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

県
有
林
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
有
林
規
則
（
平
成
元
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「（
林
産
物
の
処
分
等
）」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

前
各
号
の
ほ
か
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

　

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
処
分
に
よ
り
損
失
が
生
じ
る
場
合
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
及
び
第
二
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
ニ
」

に
、「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六
号
ニ
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「第

31   条
の
２
第
２
項
第
15   号

ニ

」
を
「第

31   条
の
２
第
２
項
第
16   号

ニ

」
に
、

「第
6  2  条

の
３
第
４
項
第
15   号

ニ

」
を
「第

62   条
の
３
第
４
項
第
16   号

ニ

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ
」

を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「第

31   条
の
２
第
２
項
第
13   号

ハ
及
び
第
62   条

の
３
第
４
項
第
13   

号
ハ

」
を
「第

31   条
の
２
第
２
項
第
15   号

ハ
及
び
第
62   条

の
３
第
４
項
第
15   号

ハ

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
崎
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

東
北
大
学
青
葉
山
新
キ
ャ
ン
パ
ス
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

東
松
島
市
大
溜
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

東
松
島
市
矢
本
字
上
河
戸
二
十
五
番
地
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

熊　

谷　

行　

彦　
　

東
松
島
市
矢
本
字
北
浦
十
九
番
地

　
　
　

熊　

谷　

和　

典　
　

東
松
島
市
矢
本
字
北
浦
十
九
番
地

　
　
　

櫻　

井　

清　

市　
　

東
松
島
市
矢
本
字
関
の
内
三
十
九
番
地
二

　
　
　

櫻　

井　

た
か
子　
　

東
松
島
市
矢
本
字
関
の
内
三
十
九
番
地
二

　
　
　

三　

浦　

兵
一
郎　
　

東
松
島
市
矢
本
字
大
林
十
六
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（3）　 平成20年３月18日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1942号　　 

道

路

の

種　
　

類

国

道

国

道

国

道

路　

線　

名

三
百
四
十
七

号三
百
四
十
七

号三
百
四
十
七

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

加
美
郡
加
美
町
字
漆
沢
筒
砂
子
一
番
三
五
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
漆
沢
高
畑
一
番
二
九
地
先
ま
で

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
寒
風
沢
岳
国
有
林
二
一
八
林
班
と

小
班
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
崎
字
寒
風
沢
岳
国
有
林
二
一
八
林
班
ろ
一
小

班
地
先
ま
で

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
寒
風
沢
岳
国
有
林
二
一
八
林
班
ろ

一
小
班
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
崎
字
寒
風
沢
岳
国
有
林
二
一
七
林
班
わ
小
班

地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

四
月
二
十
五
日

午
前
九
時

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

本
所
雄
勝
町
東
部

支
所
石
巻
市
東
部

支
所
表
浜
支
所

石
巻
湾
支
所

女
川
町
支
所

塩
釜
総
合
支

所七
ヶ
浜
支
所

唐
桑
支
所

気
仙
沼
地
区

支
所
気
仙
沼
総
合

支
所
大
谷
本
吉
支

所歌
津
支
所

志
津
川
支
所

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
清
水
三
百
十
一
番
地

石
巻
市
狐
崎
浜
字
狐
崎
屋
敷
二
十
五
番
地
の

二石
巻
市
小
渕
浜
西
出
当
十
二
番
地
十

石
巻
市
塩
富
町
一
丁
目
一
番
三
号

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
五
百
十
番
地

塩
竈
市
新
浜
町
二
丁
目
九
番
三
十
二
号

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
上
ノ
山
百
十
七

番
地
の
一

気
仙
沼
市
唐
桑
町
馬
場
百
七
十
六
番
地
の
一

気
仙
沼
市
長
磯
船
原
三
十
二
番
地

気
仙
沼
市
港
町
五
百
三
番
地
六

本
吉
郡
本
吉
町
三
島
十
四
番
地
の
三

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
百
九
十
四

番
地
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
本
浜
町
百
十
五

番
地

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店

石
巻
支
店



 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
十
八
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
十
九
年
宮
選
管
告
示

第
百
三
十
七
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

　

今
野
東
の
会
の
平
成
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

２　

収
入
・
支
出
の
内
訳
の

�
　

収
入
の
内
訳
の

﹇
寄
附
の
内
訳
﹈
ア　

個
人
か
ら
の
寄
附
中

「加
藤
公
一

120,00

　
　
      0  円

東
京
都
東
村
山
市

」
を
「加

藤
公
一

120,000

       円
東
京
都
東
久
留
米
市

」

に
、

「近
藤
昭
一

240,00

      0  円
愛
知
県
名
古
屋
市
天
白
区

」
を
「近

藤
昭
一

240,000

       円
愛
知
県
名
古
屋

市
緑
区

」
に
、

「山
井
和
則

60,000

      円
京
都
府
城
陽
市

」
を
「山

井
和
則

60,000

      円
東
京
都
千
代
田
区

」
に
、

「枝
野
幸
男

120,00

      0  円
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区

」
を
「枝

野
幸
男

120,000

       円
東
京
都
千
代

田
区

」
に
、

「篠
原
孝

60,000

      円
長
野
県
長
野
市

」
を
「篠

原
孝

60,000

      円
長
野
県
中
野
市

」
に
、

「神
本
美
恵
子

120,000

       円
福
岡
県
福
岡
市
東
区

」
を
「神

本
美
恵
子

120,000

       円
福
岡
県
春
日
市

」

に
、

「水
岡
俊
一

120,00

      0  円
兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区

」
を
「水

岡
俊
一

120,000

       円
兵
庫
県
神
戸
市
西

区

」
に
、

「赤
松
広
隆

240,00

      0  円
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

」
を
「赤

松
広
隆

240,000

       円
愛
知
県
名
古
屋

市
中
川
区

」
に
、

「千
葉
景
子

240,00

      0  円
神
奈
川
県
横
浜
市
中
区

」
を
「千

葉
景
子

240,000

       円
神
奈
川
県
横
浜
市

保
土
ヶ
谷
区

」
に
、

「平
岡
秀
夫

120,00

      0  円
山
口
県
岩
国
市

」
を
「平

岡
秀
夫

120,000

       円
東
京
都
千
代
田
区

」
に
改

め
る
。

公
安
委
員
会

第1942号　平成20年３月18日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
20年

３
月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
檜
山
　
公
夫
　
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
３
条
第
１
項
第
５
号
オ
中
「
標
章
」
の
次
に
「（
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
同
様
の
事
由
に
よ
り
駐
車
規
制

の
対
象
か
ら
除
く
車
両
と
し
て
指
定
し
た
標
章
を
含
む
。
第
７
号
ウ
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
号
カ
中
「
標
章
」

の
次
に「（
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
同
様
の
事
由
に
よ
り
駐
車
規
制
の
対
象
か
ら
除
く
車
両
と
し
て
指
定
し
た
標

章
を
含
む
。
第
７
号
エ
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

　
第
15条

第
１
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
届
出
書
２
通
」
を
「
安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
届
出
書
」
に
、

「
副
安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
届
出
書
２
通
を
、」
を
「
副
安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
届
出
書
を
」
に
改
め
、
同

条
第
２
項
中
「
前
項
の
」
の
次
に
「
選
任
の
」
を
加
え
、
同
項
第
４
号
中
「
選
任
の
前
日
１
月
以
内
の
発
行
日
付
の
も

の
と
す
る
」
を
「
届
出
前
１
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
６
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え

る
。�
　
届
出
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の

長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の

　
第
15条

第
３
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

４
　
第
１
項
の
解
任
の
届
出
を
す
る
場
合
は
、
同
項
の
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
安
全
運
転
管
理
者
等
が
前
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
た
安
全
運
転
管
理
者
証
又
は
副
安
全
運
転
管
理
者
証
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
18条

第
１
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
教
習
申
請
書
２
通
を
、」
を
「
安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
教
習

申
請
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
等
に
関
す
る
認
定
申
請
書
２
通
を
、」
を
「
安
全
運
転
管

理
者
等
に
関
す
る
認
定
申
請
書
を
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
２
（
第
11条

関
係
）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

路
　
線
　
名

番
号



（5）　 平成20年３月18日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1942号　　 
白
石
市
越
河
字
荒
井
地
内
福
島
県
境
か
ら

栗
原
市
金
成
方
馬
合
手
柄
地
内
岩
手
県
境
ま
で

東
北
縦
貫
自
動
車
道
弘

前
線

１

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
中
ノ
久
保
地
内
か
ら

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
地
内
山
形
県
境
ま
で

東
北
横
断
自
動
車
道
酒

田
線

２

白
石
市
越
河
字
樋
口
地
内
福
島
県
境
か
ら

栗
原
市
金
成
有
壁
下
大
沢
田
地
内
岩
手
県
境
ま
で

一
般
国
道
４
号

３

仙
台
市
太
白
区
長
町
五
丁
目
408番

２
先
か
ら

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
９
番
２
号
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

４

栗
原
市
築
館
字
沢
入
72番

１
先
か
ら

栗
原
市
築
館
源
光
101番

７
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

５

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
大
森
地
内
福
島
県
境
か
ら

岩
沼
市
藤
波
二
丁
目
７
番
１
先
ま
で

一
般
国
道
６
号

６

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
北
新
丁
19番

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
柳
原
40番

７
先
ま
で

一
般
国
道
６
号
（
仙
台

東
部
道
路
）

７

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
９
番
２
号
先
か
ら

気
仙
沼
市
松
川
149番

先
ま
で

一
般
国
道
45号

８

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
柳
原
40番

７
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
山
岸
２
番
３
先
ま
で

一
般
国
道
45号

（
三
陸

縦
貫
自
動
車
道
）

９

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
15番

１
先
か
ら

石
巻
市
桃
生
町
倉
埣
字
新
道
の
沢
３
番
１
先
ま
で

一
般
国
道
45号

（
三
陸

縦
貫
自
動
車
道
）

10

大
崎
市
古
川
字
本
鹿
島
256番

１
先
か
ら

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
西
原
33番

４
先
山
形
県
境
ま
で

一
般
国
道
47号

11

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
船
岡
地
内
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
35番

85先
ま
で

一
般
国
道
47号

（
仙
台

北
部
道
路
）

12

遠
田
郡
涌
谷
町
字
下
道
78番

１
先
（
南
向
側
）
か
ら

大
崎
市
古
川
字
上
古
川
屋
敷
77番

１
先
ま
で

一
般
国
道
108号

13

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
201番

23先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
山
田
字
清
太
原
地
内
先
ま
で

一
般
国
道
286号

14

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
下
東
無
番
地
先
か
ら

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
川
端
無
番
地
先
ま
で

一
般
国
道
286号

15

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
東
地
内
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
赤
石
山
２
番
40先

ま
で

一
般
国
道
286号

16

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
原
裏
山
15番

１
地
先
か
ら

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
33番

１
地
先
ま
で

一
般
国
道
286号

17

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
13番

２
地
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
116番

１
地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡

線
18

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
４
番
５
地
先
か
ら

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
渉
戸
東
95番

３
地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡

線
19

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
館
ノ
内
２
番
２
地
先
か
ら

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
15番

１
地
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
松
島

線
20

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
一
丁
目
294番

３
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
羽
黒
前
２
番
20先

ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
松
島

線
21

多
賀
城
市
町
前
三
丁
目
５
番
１
地
先
か
ら

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
186番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
22

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
沼
頭
４
番
２
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
中
道
下
地
内
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
23

名
取
市
閖
上
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
新
田
１
番
２
地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
24

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
篠
子
橋
６
番
１
地
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
61番

21地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
25

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
75番

地
先
か
ら

塩
竈
市
港
町
二
丁
目
127番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
港
線

26

名
取
市
下
増
田
字
小
沼
55番

１
先
か
ら

名
取
市
植
松
字
新
橋
105番

１
地
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
空
港

線
27

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
西
町
23番

１
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
一
丁
目
31番

７
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜

線
28

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
125番

７
地
先
か
ら

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
75番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜

線
29

仙
台
市
若
林
区
今
泉
字
二
木
西
25番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
中
57番

先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線

30

仙
台
市
太
白
区
富
田
字
八
幡
西
147番

先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
山
田
字
清
太
原
12番

先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線

31

塩
竈
市
芦
畔
町
115番

２
地
先
か
ら

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
四
丁
目
12番

195地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
七
ヶ

浜
多
賀
城
線

32

多
賀
城
市
八
幡
四
丁
目
117番

１
地
先
か
ら

多
賀
城
市
栄
四
丁
目
13番

３
地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
七
ヶ

浜
多
賀
城
線

33

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
大
原
236番

地
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
北
新
丁
20番

２
地
先
ま
で

一
般
県
道
亘
理
イ
ン

タ
ー
線

34

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
地
先
か
ら

岩
沼
市
末
広
二
丁
目
340番

４
地
先
ま
で

一
般
県
道
岩
沼
海
浜
緑

地
線

35

宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
台
四
丁
目
41番

６
地
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
化
粧
坂
66番

１
地
先
ま
で

一
般
県
道
利
府
岩
切
停

車
場
線

36

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
四
丁
目
270番

３
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
三
丁
目
８
番
11先

ま
で

市
道
元
寺
小
路
福
室
線

（
そ
の
２
）

37

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
三
丁
目
５
番
１
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
巻
一
丁
目
1022番

12先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
福
室
線

（
そ
の
４
）

38

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
字
県
道
前
113番

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
石
橋
116番

１
先
ま
で

市
道
鶴
ケ
谷
仙
台
港
線

（
そ
の
３
）

39

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
119番

５
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
郡
山
四
丁
目
156番

１
先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
郡
山
線

40
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仙
台
市
太
白
区
東
郡
山
二
丁
目
522番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
源
兵
衛
東
19番

３
先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
郡
山
線

41

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
東
町
７
番
15号

先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
東
町
５
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

市
道
原
町
東
部
第
三
幹

線
３
号
線

42

岩
沼
市
下
野
郷
字
西
原
１
番
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
71番

１
先
ま
で

市
道
相
野
釜
藤
曽
根
線

43

岩
沼
市
館
下
二
丁
目
25番

15先
か
ら

岩
沼
市
吹
上
二
丁
目
15番

１
先
ま
で

市
道
西
大
町
線

44

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
ま
で

市
道
二
野
倉
工
業
団
地

１
号
線

45

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
122番

先
ま
で

市
道
二
野
倉
工
業
団
地

２
号
線

46

岩
沼
市
押
分
字
新
大
同
159番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
新
大
同
422番

１
先
ま
で

市
道
藤
曽
根
二
野
倉
線

47

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
71番

１
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
69番

１
先
ま
で

市
道
藤
曽
根
線

48

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
竹
ノ
内
128番

地
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
先
（
南
西
角
）
ま
で

臨
港
道
路
中
野
幹
線

49

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
先
（
南
西
角
）
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
４
番
１
号
先
ま
で

臨
港
道
路
中
央
ふ
頭
線

50

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
10号

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
３
番
５
号
先
ま
で

臨
港
道
路
ふ
頭
４
号
線

51

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
新
沼
地
内
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
新
沼
12番

地
の
２
先
ま
で

臨
港
道
路
西
幹
線

52

　
様
式
第
18号

及
び
様
式
第
19号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
18号

（
第
15条

関
係
）

安
　
全
　
運
　
転
　
管
　
理
　
者
　
証

第
　
　
　
　
　
号

事
　
業
　
所

住
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

生
　年
　月
　日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
生

　
上
記
の
者
は
、
道
路
交
通
法
第
74条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
安
全
運
転
管
理
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
�
　

写
　
　
真

押
し
出
し

ス
タ
ン
プ
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様
式
第
19号

（
第
15条

関
係
）

副
　
安
　
全
　
運
　
転
　
管
　
理
　
者
　
証

第
　
　
　
　
　
号

事
　
業
　
所

住
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

生
　年
　月
　日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
生

　
上
記
の
者
は
、
道
路
交
通
法
第
74条

の
３
第
４
項
に
規
定
す
る
副
安
全
運
転
管
理
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
�
　

写
　
　
真

押
し
出
し

ス
タ
ン
プ

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
20年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
20年

３
月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
檜
山
　
公
夫
　
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
６
条
生
活
安
全
企
画
課
の
項
中
第
５
号
か
ら
第
７
号
ま
で
を
削
り
、
第
８
号
を
第
５
号
と
し
、
同
条
生
活
環
境
課

の
項
中
第
12号

を
第
15号

と
し
、
第
11号

を
第
14号

と
し
、
第
10号

の
次
に
次
の
３
号
を
加
え
る
。

　
�
　
警
備
業
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　
�
　
質
屋
営
業
及
び
古
物
営
業
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　
�
　
探
偵
業
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　
第
14条

の
見
出
し
中
「
科
、
係
」
を
「
係
等
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
前
２
項
」
を
「
前
３
項
」
に
、「
係
の

名
称
及
び
」
を
「
班
及
び
係
の
名
称
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
２
項
の
次
に
次
の
１
項

を
加
え
る
。

３
　
警
察
本
部
の
課
等
に
班
及
び
当
該
班
の
係
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
17条

第
１
項
の
表
中

 

を

」

　
少
年
課
長
の
命
を
受
け
、
少
年
事
件
捜
査
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
し
、
少
年
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ

し
、生
活
安
全
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理
し
、生
活
安
全
部
長
を
補
佐
す
る
。

少
年
事
件
捜
査
指

導
官

少
年
課

「

に
、

」

　
少
年
課
長
の
命
を
受
け
、
少
年
事
件
の
捜
査
及
び

調
査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
少
年
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、
生
活
安
全
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら

れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
生
活
安
全
部

長
を
補
佐
す
る
。

少
年
事
件
指
導
官

少
年
課

「

を
」

　
課
長
等
の
命
を
受
け
、
課
等
の
事
務
を
整
理
し
、

課
長
等
を
補
佐
す
る
。

課
長
補
佐

隊
長
補
佐

課
等

「

に
、

　
課
長
等
の
命
を
受
け
、
課
等
の
事
務
を
整
理
し
、

課
長
等
を
補
佐
す
る
。

課
長
補
佐

隊
長
補
佐

課
等

「
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め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
20年

３
月
26日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
６
条
の
改
正
規
定
、
第
14条

の
改
正
規
定
及
び

第
17条

第
１
項
の
改
正
規
定

め
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
平
成
20年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

」
所
長
補
佐

を

」

　
生
活
安
全
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
各
種
犯
罪
情

報
の
分
析
、
県
民
に
対
す
る
情
報
発
信
等
に
関
す
る

事
務
を
整
理
し
、生
活
安
全
企
画
課
長
を
補
佐
す
る
。

情
報
発
信
官

生
活
安
全
企

画
課

「

に
、

　
生
活
安
全
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
各
種
犯
罪
情

報
の
分
析
、
県
民
に
対
す
る
情
報
発
信
等
に
関
す
る

事
務
を
整
理
し
、生
活
安
全
企
画
課
長
を
補
佐
す
る
。

情
報
発
信
官

生
活
安
全
企

画
課

「

」

　
地
域
課
長
の
命
を
受
け
、
地
域
警
察
の
指
導
及
び

監
督
に
関
す
る
事
務
を
整
理
し
、
地
域
課
長
を
補
佐

す
る
。

地
域
指
導
官

地
域
課

を
」

　
通
信
指
令
課
長
の
命
を
受
け
、
通
信
指
令
業
務
を

掌
理
し
、
通
信
指
令
課
長
を
補
佐
す
る
。

通
信
指
令
官

通
信
指
令
課

「

に
改

　
通
信
指
令
課
長
の
命
を
受
け
、
通
信
指
令
業
務
を

整
理
し
、
通
信
指
令
課
長
を
補
佐
す
る
。

通
信
指
令
官

通
信
指
令
課

「

」

　
機
動
警
ら
隊
長
の
命
を
受
け
、
職
務
質
問
技
能
の

指
導
等
に
関
す
る
事
務
を
整
理
し
、
機
動
警
ら
隊
長

を
補
佐
す
る
。

職
務
質
問
技
能
指

導
班
長

機
動
警
ら
隊

を
」

　
通
信
指
令
課
長
の
命
を
受
け
、
通
信
指
令
業
務
を

掌
理
し
、
通
信
指
令
課
長
を
補
佐
す
る
。

通
信
指
令
官

通
信
指
令
課

「
（

に
改

　
通
信
指
令
課
長
の
命
を
受
け
、
通
信
指
令
業
務
を

整
理
し
、
通
信
指
令
課
長
を
補
佐
す
る
。

通
信
指
令
課

通
信
指
令
課

「

」

　
機
動
警
ら
隊
長
の
命
を
受
け
、
職
務
質
問
技
能
の

指
導
等
に
関
す
る
事
務
を
整
理
し
、
機
動
警
ら
隊
長

を
補
佐
す
る
。

職
務
質
問
技
能
指

導
班
長

機
動
警
ら
隊

　
　
平
成
20年

３
月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
檜
山
　
公
夫
　
　
　

　
　
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
別
表
第
１
中

め
る
。

　
別
表
第
２
中

 「

を

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
10番

地
４

利
府
交
番

塩
釜
警
察
署

」

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一
丁
目
５
番
１
号

多
賀
城
交
番

に
改

「

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
10番

地
４

利
府
交
番

塩
釜
警
察
署

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一
丁
目
５
番
１
号

多
賀
城
交
番

」

多
賀
城
市
山
王
字
前
田
12番

地
の
４

南
宮
交
番

「

に
、

」

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
夘
時
18番

地
中
埣
駐
在
所

「

を

多
賀
城
市
大
代
三
丁
目
７
番
70号

大
代
駐
在
所

塩
釜
警
察
署

」

多
賀
城
市
山
王
字
前
田
12番

地
の
４

南
宮
駐
在
所

に
、

「

」

多
賀
城
市
大
代
三
丁
目
７
番
70号

大
代
駐
在
所

塩
釜
警
察
署

「

を
」

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
卯
時
18番

地
中
埣
駐
在
所
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め
る
。

　
別
表
第
４
仙
台
東
警
察
署
の
表
苦
竹
交
番
の
項
中
「
、
小
鶴
（
内
沼
）」
及
び
「（
梅
田
）」
を
削
り
、
同
表
東
仙
台

交
番
の
項
中
「（
内
沼
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
新
田
四
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
新
田
東
一
丁
目
か
ら
新
田
東
五
丁
目

ま
で
」
を
加
え
、「
、
原
町
苦
竹
（
館
前
及
び
北
谷
地
下
）」
を
削
り
、
同
表
高
砂
交
番
の
項
中
「
、
出
花
二
丁
目
」
を

「
か
ら
出
花
三
丁
目
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
４
泉
警
察
署
の
表
長
命
ヶ
丘
交
番
の
項
中
「
上
谷
刈
三
丁
目
」
を
「
上
谷
刈
六
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
将
監

交
番
の
項
中
「
、
明
石
南
一
丁
目
か
ら
明
石
南
五
丁
目
ま
で
」
を
削
り
、「
将
監
十
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
将
監

殿
一
丁
目
か
ら
将
監
殿
五
丁
目
ま
で
」
を
加
え
、「
、
寺
沢
」
を
削
り
、
同
表
向
陽
台
交
番
の
項
中
「
市
名
坂
」
を
「
明

石
南
一
丁
目
か
ら
明
石
南
六
丁
目
ま
で
、
市
名
坂
」
に
改
め
、「
向
陽
台
五
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
七
北
田
（
寺
沢
）」

を
加
え
、
同
表
泉
ヶ
丘
駐
在
所
の
項
中
「
将
監
殿
一
丁
目
か
ら
将
監
殿
五
丁
目
ま
で
」
を
「
大
沢
一
丁
目
か
ら
大
沢
三

丁
目
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
４
塩
釜
警
察
署
の
表
尾
島
町
交
番
の
項
中
「
、
浦
戸
朴
島
」
を
削
り
、「
貞
山
通
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、

中
の
島
」
を
加
え
、
同
表
新
浜
町
交
番
の
項
中
「
千
賀
の
台
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
長
沢
」
を
加
え
、「
、
藤
倉
」

を
削
り
、
同
表
利
府
交
番
の
項
中
「
、
須
賀
」
を
削
り
、「
浜
田
、
藤
田
」
を
「
葉
山
一
丁
目
、
葉
山
二
丁
目
」
に
改

め
、
同
表
多
賀
城
交
番
の
項
中
「
高
崎
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
高
崎
」
を
、「
東
田
中
二
丁
目
」
の
次
に
「
、
東

田
中
」
を
、「
八
幡
四
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
八
幡
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
別
表
第
４
塩
釜
警
察
署
の
表
大
代
駐
在
所
の
項
中
「
、
笠
神
四
丁
目
」
を
「
か
ら
笠
神
五
丁
目
ま
で
」
に
改
め
、
同

表
南
宮
駐
在
所
の
項
を
削
る
。

　
別
表
第
４
岩
沼
警
察
署
の
表
署
所
在
地
交
番
の
項
中
「
大
昭
和
」
の
次
に
「
、
た
け
く
ま
一
丁
目
か
ら
た
け
く
ま
三

丁
目
ま
で
」
を
加
え
、
同
表
千
貫
駐
在
所
の
項
中
「
平
等
三
丁
目
」
を
「
平
等
四
丁
目
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
４
大
和
警
察
署
の
表
富
谷
交
番
の
項
中
「
も
み
じ
ヶ
丘
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
杜
の
丘
一
丁
目
か
ら
杜

の
丘
三
丁
目
ま
で
」
を
加
え
、「
、
小
野
」
を
削
り
、「
ひ
よ
り
台
二
丁
目
」
の
次
に
「
、
杜
乃
橋
一
丁
目
、
杜
乃
橋
二

「

に
改

」

栗
原
市
志
波
姫
沼
崎
東
原
20番

地
３

志
波
姫
駐
在
所

築
館
警
察
署

多
賀
城
市
の
う
ち

市
川
、
浮
島
一
丁
目
、
浮
島
二
丁
目
、
浮
島
、
山
王
、
城
南
一
丁
目
、
城
南
二
丁
目
、
高

橋
一
丁
目
か
ら
高
橋
五
丁
目
ま
で
、
高
橋
、
南
宮
、
新
田

南
宮
交
番

丁
目
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
４
石
巻
警
察
署
の
表
石
巻
駅
前
交
番
の
項
中
「
字
南
谷
地
」
を
「
南
谷
地
」
に
改
め
、
同
表
大
街
道
交
番
の

項
中
「
門
脇
」
を
「
大
街
道
北
一
丁
目
か
ら
大
街
道
北
四
丁
目
ま
で
、
大
街
道
西
一
丁
目
か
ら
大
街
道
西
三
丁
目
ま
で
、

大
街
道
東
一
丁
目
か
ら
大
街
道
東
四
丁
目
ま
で
、
大
街
道
南
一
丁
目
か
ら
大
街
道
南
五
丁
目
ま
で
、
門
脇
」
に
改
め
、

「
重
吉
町
」
の
次
に
「
、
築
山
一
丁
目
か
ら
築
山
四
丁
目
ま
で
、
中
浦
一
丁
目
、
中
浦
二
丁
目
」
を
、「
中
島
町
」
の

次
に
「
、
中
屋
敷
一
丁
目
、
中
屋
敷
二
丁
目
」
を
、「
南
光
町
二
丁
目
」
の
次
に
「
、
新
館
一
丁
目
か
ら
新
館
三
丁
目

ま
で
」
を
、「
三
河
町
」
の
次
に
「
、
三
ツ
股
一
丁
目
か
ら
三
ツ
股
四
丁
目
ま
で
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
４
遠
田
警
察
署
の
表
署
所
在
地
交
番
の
項
中
「
青
生
」
の
次
に
「
、
一
本
柳
、
内
役
田
、
駅
東
一
丁
目
か
ら

駅
東
三
丁
目
ま
で
、
沖
勘
堂
、
沖
大
所
、
沖
役
田
」
を
、「
学
田
」
の
次
に
「
、
上
新
田
」
を
加
え
、「
潜
水
谷
地
」
を

「
清
水
谷
地
」
に
、「
及
び
山
前
」
を
「
、
山
前
及
び
東
谷
地
」
に
改
め
、「
化
粧
坂
」
の
次
に
「
、
小
桜
」
を
、「
小

町
井
」
の
次
に
「
、
小
谷
地
」
を
加
え
、「
志
賀
町
」
を
「
塩
釜
添
、
志
賀
町
一
丁
目
か
ら
志
賀
町
三
丁
目
ま
で
」
に
、

「
上
意
江
、
叔
廻
前
」
を
「
叔
廻
前
、
上
意
江
」
に
改
め
、「
新
妻
の
神
」
の
次
に
「
、
新
大
所
、
新
原
田
」
を
加
え
、

「
塔
の
越
、
西
館
」
を
「
塔
ノ
越
、
中
勘
堂
、
中
大
所
、
中
役
田
、
西
舘
」
に
改
め
、「
藤
ヶ
崎
町
」
の
次
に
「
、
二

ツ
檀
、
待
井
」
を
、「
峯
山
」
の
次
に
「
、
峯
山
浦
、
峯
山
沖
」
を
、「
役
田
」
の
次
に
「
、
山
崎
」
を
加
え
、
同
表
北

浦
駐
在
所
の
項
中
「
山
前
」
の
次
に
「
、
東
谷
地
」
を
加
え
、
同
表
中
埣
駐
在
所
の
項
中
「
南
高
城
」
の
次
に
「
、
南

牧
ノ
目
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
１
の
改
正
規
定
、
別
表
第
２
の
改
正
規
定

め
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
別
表
第
４
の
改
正
規
定
（
塩
釜
警
察
署
の
表
多
賀
城
交
番
の
項
の
次
に
南
宮
交
番
の
項
を

加
え
る
部
分
及
び
同
表
南
宮
駐
在
所
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
平
成
20年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

「

に
改

」

多
賀
城
市
大
代
三
丁
目
７
番
70号

大
代
駐
在
所

塩
釜
警
察
署

「

を

」

栗
原
市
志
波
姫
沼
崎
東
原
21番

地
３

志
波
姫
駐
在
所

築
館
警
察
署

を

「

（

多
賀
城
市
大
代
三
丁
目
７
番
70号

大
代
駐
在
所

塩
釜
警
察
署

」

多
賀
城
市
山
王
字
前
田
12番

地
の
４

南
宮
駐
在
所


